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検定付きはかり（取引・証明用はかり）の使用地域区分について

複数の箇所に記載されている県は、どちらの地域番号でも使用できます。

地域番号 重力加速度の範囲：m/s2 使用地域（都道府県）

1 9.804 ～ 9.807 道北地方（宗谷、上川、留萌）、道東地方（網走、根室、釧路）

2 9.803 ～ 9.806 道央地方（石狩、後志、空知）、道南地方（檜山、胆振、日高、渡島）、十勝地方

3 9.801 ～ 9.804 青森県、岩手県

4 9.800 ～ 9.803 宮城県、秋田県

5 9.799 ～ 9.802 宮城県、山形県

6 9.798 ～ 9.801 福島県、茨城県、新潟県

7 9.797 ～ 9.800 栃木県、千葉県、富山県、石川県、福井県

8 9.796 ～ 9.799

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、福井県、山梨県、岐阜県、

静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

山口県

9 9.795 ～ 9.798
東京都（八丈･小笠原支庁を除く）、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、

奈良県、和歌山県、鳥取県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県

10 9.794 ～ 9.797
東京都（八丈･小笠原支庁に限る）、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、

熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）

11 9.791 ～ 9.794 鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）

12 9.789 ～ 9.792 沖縄県

地域番号 重力加速度の範囲：m/s
2 使用地域（都道府県）

1 9.803 ～ 9.807 北海道

2 9.799 ～ 9.804 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

3 9.796 ～ 9.801

福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く）、神奈川県、

新潟県、 富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県、 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

4 9.794 ～ 9.799

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都（全域）、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、

愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県（薩摩地方・大隅に限る）

5 9.789 ～ 9.794 鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）、沖縄県

地域番号 重力加速度の範囲：m/s
2 使用地域（都道府県）

1 9.805～9.807 道北地方（宗谷、上川、留萌）、道東地方（網走、根室、釧路）

2 9.803～9.805 道央地方（石狩、後志、空知）、道南地方（檜山、胆振、日高、渡島）、十勝地方

3 9.802～9.804 青森県

4 9.801～9.803 岩手県、秋田県

5 9.800～9.802 宮城県、山形県

6 9.799～9.801 福島県

7 9.798～9.800 茨城県、新潟県、石川県

8 9.797～9.799 栃木県、群馬県、千葉県、富山県、福井県

9 9.796～9.798
埼玉県、東京都（八丈･小笠原支庁を除く）、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

10 9.795～9.797 徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県

11 9.794～9.796 東京都（八丈･小笠原支庁に限る）、熊本県、宮崎県、鹿児島県（薩摩・大隅地方に限る）

12 9.792～9.794 鹿児島県（薩摩・大隅地方を除く）

13 9.790～9.792 沖縄県

該当機種：EK-320iR

該当機種：EK-i-K / EW-i-K / SR / SQ

該当機種：SW-K / SC-K / SE-K / HV-C(CP)-K / HV-CWP-K / HV-CEP-K / FG-K / FT-i-K / SN-K / SN-WP-K / SN-FP-K / ST-K / HV-CEP-K /

SJ-1000 / SJ-2000 / SJ-2000AWP(-BT) / HL-1000iWP-K / HL-2000iWP-K / SK-1000i / SK-1000iWP / SK-2000i / SK-2000iWP

検定付きのはかりには、使用される地区が明記され、それを超えて使用することはできません。

例外として、分銅内蔵型のはかり、および4級（目量が 1,000以下）とO級（目量が800以下）のはかりは、使用場所の制限を受けません。

計量器は、重力加速度の影響を受けておりますので、検定付きはかりをお求めの際は、ご使用になる地域をご購入店にて必ず明示の上、お求め

いただきますようお願い申し上げます。


